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１． はじめに 

平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震は、牡鹿半島の東南東約 130km 付 

近深さ約 24km を震源地とするマグニチュード 9.0 の大地震であった。これは日本国内観測史上最大、1900

年以降に世界で発生した中で４番目の巨大地震であり、地震タイプとして逆断層型及び海溝型地震であった。 

東日本大震災に伴い広範囲で橋梁被害が発生したが、下部工の耐震補強を進めてきたこともあり、橋脚の

損傷は少なく鋼製支承本体や移動制限装置及び伸縮装置の損傷が多く見られた。また新たな損傷として、地

震時水平力分散ゴム支承の破断が生じた。 

  本報文は、このゴム支承の破断が生じた仙台市の海側を縦貫する『仙台東部道路 東部高架橋（Ｐ56～Ｐ

58）』の被災状況と応急復旧を中心に報告するものである。 

２．橋梁概要 

  東部高架橋は、平成 13 年に開通した仙台東部道路の仙台東Ｉ 

Ｃ～仙台港北ＩＣ間に位置する、鋼連続箱桁，鋼連続鈑桁，ＰＣ 

連続箱桁で構成されている連続高架橋（橋長Ｌ＝4390ｍ）であ 

る。道路規格は第 1 種 2 級Ｂ規格であり、片側２車線の上下一 

体構造の特徴を有した橋梁でもある。（図－１） 

 今回、東部高架橋の中で震災被害が最も著しいＰ56～Ｐ58 間 

の『鋼２径間連続鈑桁(８主桁)』(橋長Ｌ＝78.0ｍ)の一般図を下 

図に示す。（図－２）

 
 

３．被災概要 

 主な被災状況は、桁全体の横ずれ(約 60ｃｍ)，伸縮装置部の段差(約 

30ｃｍ)，ゴム支承破断・亀裂，ジョイントプロテクターの破損，主 

桁の亀裂・変形，鋼桁端部の座屈，床版コンクリートの剥離・ひび割 

れ，鋼製橋脚の傾斜，伸縮装置の破損等であった。（写真－１，２） 

 その被災状況の中で注目されたことは、積層ゴム支承が破断したこ 

とである。これはＨ７年兵庫県南部地震を踏まえて示方書に反映した 
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写真－１ 横ずれ及び段差状況(Ｐ56) 

図－１ 東部高架橋の概要 

 

図－２ 橋梁一般図(Ｐ52～Ｐ62 間) 



『Ｈ８年道路橋示方書』に基づき、設計した支承で阪神淡路大震 

災以降、鋼製支承に代わって採用されるようになった積層ゴム支 

承である。これが今回の大地震で、掛違橋脚Ｐ56 上のＰ57 側８ 

個の一支承線上の全てのゴム支承が破断したのである。 

 この支承は地震時水平力分散ゴム支承(タイプＢ)であり、破断 

ひずみを考慮すると 300～350％を超えるせん断ひずみ相当の移 

動量が生じたと考えられる。破断した位置は上側３個，中側３ 

個，下側２個で、ゴム内部ではなく補強鋼板面で破断していた。 

 また鋼桁端部の被災状況は、橋軸直角方向への水平力に伴う， 

腹板，下フランジ，支点上補剛材，対傾構，ガセットプレート 

等が座屈している状況であった。（写真－３） 

４．応急復旧 

  主な応急復旧をした支承及び鋼桁端部の座屈(変形)箇所の応急 

復旧の概要について以下に示す。 

４－１．支承の応急復旧 

  3 月 11 日の本震以降も余震(震度４以上)が頻繁に発生していた 

ため、支承の応急復旧の基本方針を下記に示す。（写真－４，５） 

① Ｐ56 上の全支承位置にサンドル材による仮受架台を設置 

② 橋軸直角方向のジョイントプロテクターが破損した全ての 

箇所に鋼製による仮ジョイントプロテクターを設置 

③ 上記①②の応急復旧後、緊急性重視に伴い破断したゴム支 

承と同様の支承を製作・設置 

  ゴム支承取替は本被災状況と余震状況を鑑み、水平分散支承の 

性能を早急に確保するため、応急復旧に取入れた。 

４－２．鋼桁端部座屈箇所の応急復旧 

  鋼桁端部座屈箇所の応急復旧の基本方針を下記に示す。 

① 支点上補剛材，端対傾構，ガセットプレートを切断除去後、 

工場製作した該当部分を現場溶接にて添接設置（写真－６） 

  ②仮設ベント設置後、ベント上でジャッキアップ用補強材設置 

  上記①の施工は、ベント上のジャッキアップで仮受けを行い、 

 極力無応力状態にして作業を実施した。なお補剛材以外の取付部 

材は、緊急対策の仮設であり主桁矯正後、本部材で設置した。 

５．おわりに 

当箇所の応急復旧は、桁横移動完了後、サンドル材による再仮 

 受等の完了をもって、震災発生後、19 日目で当区間の通行止めを 

 解徐することができ、その３ヶ月後には、新たに製作したゴム支 

 承への取替えを無事に完了した。なお本復旧は、東部高架橋の全 

 体の復旧に向け、現在鋭意進めているところである。 

  最後に大震災後の昨年５月に『東部高架橋災害復旧検討委員会 

（委員長：鈴木基行・東北大学大学院教授）』を設置し、ゴム支承が 

 破断した現象の原因について、再現解析や支承の詳細調査・試験 

 等を実施し、今後の本復旧に向けた検討を行う予定である。 

 
写真－６ 応急復旧後の端対傾構 

写真－２ 積層ゴム支承の破断(Ｐ56:S8) 

 

写真－４ 震災直後の仮受状況(Ｐ56:S8) 

写真－３ 端対傾構の斜材座屈 

写真－５ 仮鋼製ジョイントプロテクター 
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